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９ 月 会 議 が 始 ま り ま し た
◎９月会議の日程が決まる
　９月６日（金）午後１時に会議を開き、次のとおり日程を決定しました。

日 曜日 時　間 内　容 日 曜日 時　間 内　容
９月１１日 水 午前１０時 議案に対する質疑 ９月１９日 木 午前１０時 決算審査特別委員会

　　１２日 木 午前１０時
午後 １ 時

総務企画常任委員会
都市・市民生活常任委員会

　　２０日 金 午前１０時 一般質問
　　２４日 火 午前１０時 一般質問

　　１３日 金 午前１０時 教育福祉常任委員会 　　２５日 水 午前１０時 一般質問
　　１７日 火 午前１０時 決算審査特別委員会 　　２６日 木 午前１０時 一般質問
　　１８日 水 午前１０時 決算審査特別委員会 　　３０日 月 午後 １ 時 委員長報告・討論・採決・散会
マークの付いた会議はインターネット中継を行っています。

◎今会議で審議される議案	
議案第１号　鎌ケ谷市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】�地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行を踏まえ、本市の印鑑登録システムの標準化の実施に対応するための規定の修正その他所要の改正を

行うものです。
議案第２号　鎌ケ谷市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部が施行されることに伴い医療保険各法の規定による

現行の被保険者証が廃止されること等を踏まえ、当該被保険者証に係る規定の文言の修正その他所要の改正を行うものです。
議案第３号　鎌ケ谷市総合福祉保健センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
　　　　　　　【概要】	鎌ケ谷市中央在宅介護支援センターを廃止しようとするものです。
議案第４号　令和６年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第３号）
　　　　　　　【概要】	補正前の予算総額４３６億４，９１５万７千円に対し、歳入歳出それぞれ１８億７，４８０万６千円を追加し、補正後の予算総額を４５５億２，３９６万

３千円にしようとするものです。
議案第５号　令和６年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　　【概要】	補正前の予算総額１０４億２，５００万円に対し、歳入歳出それぞれ３，２５６万４千円を追加し、予算総額を１０４億５，７５６万４千円にしようとする

ものです。
議案第６号　令和６年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　　【概要】	補正前の予算総額９７億４，６００万円に対し、歳入歳出それぞれ４億４，０１５万５千円を追加し、予算総額を１０１億８，６１５万５千円にしようとす

るものです。
議案第７号　令和６年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　　【概要】�補正前の予算総額１８億９，０００万円に対し、歳入歳出それぞれ１，３１８万円を追加し、予算総額を１９億３１８万円にしようとするものです。
議案第８号　令和５年度鎌ケ谷市一般会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　　【概要】�決算額は、歳入４４２億３，７２１万３千円、歳出４２２億１，５３１万９千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では財産収

入や繰入金などの増、歳出については電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、東部児童センター建設工事などの増によるものです。
議案第９号　令和５年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　　【概要】	決算額は、歳入１０２億４，０９８万１千円、歳出１０２億１，００７万９千円。歳入、歳出とも前年度より減となりました。主な要因は、歳入では県支出

金や繰越金などの減、歳出では保険給付費や基金積立金などの減によるものです。
議案第１０号　令和５年度鎌ケ谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　　【概要】	決算額は、歳入９９億２，３４３万７千円、歳出９４億８，２０８万８千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では国庫支出金

や繰越金などの増、歳出では保険給付費や基金積立金などの増によるものです。
議案第１１号　令和５年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
　　　　　　　【概要】�決算額は、歳入１７億３９５万５千円、歳出１６億９，０８６万２千円。歳入、歳出とも前年度より増となりました。主な要因は、歳入では後期高齢者医療

保険料などの増、歳出では広域連合納付金などの増によるものです。
議案第１２号　令和５年度鎌ケ谷市下水道事業会計決算の認定について
　　　　　　　【概要】�決算額は、収益的収入１８億６，３４８万９千円、収益的支出１６億６，８０５万６千円となりました。また、資本的収入及び支出については、収入１０億

３，５５７万円、支出１６億７，１０５万７千円となりました。
議案第１３号　鎌ケ谷市立図書館外壁等改修（建築）工事請負契約の締結について
　　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市立図書館外壁等改修（建築）工事について、予定価格が１億５，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第１４号　市民体育館空調改修工事請負契約の締結について
　　　　　　　【概要】	市民体育館空調改修工事について、予定価格が１億５，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第１５号　鎌ケ谷消防署改修（建築）工事請負契約の締結について
　　　　　　　【概要】	鎌ケ谷消防署改修（建築）工事について、予定価格が１億５，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第１６号　救急自動車の購入について
　　　　　　　【概要】�救急自動車２台を購入しようとするもので、予定価格が２，０００万円以上のため、議会の議決を求めるものです。
議案第１７号　指定管理者の指定について
　　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市コミュニティセンターの管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第１８号　指定管理者の指定について
　　　　　　　【概要】�鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館の管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものです。
議案第１９号　鎌ケ谷市市道路線の認定及び廃止について
　　　　　　　【概要】	鎌ケ谷市市道路線として、新たに９路線を認定するとともに、２路線を廃止しようとするものです。
議案第２０号　千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
　　　　　　　【概要】�行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律による高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され

ることに伴い、広域連合の処理する事務に関する規定について、関係地方公共団体と協議しようとするものです。


